
 

市長及び副市長の給与等に関する条例及び富士見市教育委員会教育長の給与等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

Ⅰ 制定趣旨 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 条例の主な改正内容 
 
１ 第１条関係（市長及び副市長の給与等に関する条例の一部改正） 

（１）第６条第２項 

期末手当の支給月数（割合）の変更及び均衡化 

   
合計月数

平成３０年度 期末手当 ３．８５月

平成３１年度から 期末手当 ３．９０月

１．８５月 ２．００月

１．９５月 １．９５月

　区分 ６月期 １２月期

 
   

 

２ 第２条関係（富士見市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正） 

（１）第６条第２項 

期末手当の支給月数（割合）の変更及び均衡化 

   内容は、第１条関係と同様です。 

 

Ⅲ 施行日関係 

 

平成３１年４月 1日から施行 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年人事院勧告等に伴い一般職の職員の勤勉手当が引き上げられ均衡化された

ことにより、富士見市特別職報酬等審議会の意見を踏まえて、条例を改正するもの 

 ① 期末手当の支給月数（割合）を０．０５月引き上げ 

  

６ 



市長及び副市長の給与等に関する条例（昭和４４年条例１４号）及び富士見市教育委員会教育長の給与等に関する条例 

（昭和４４年条例第１３号）新旧対照表 

 

第１条関係 市長及び副市長の給与等に関する条例の一部改正 

新 旧 

（期末手当） （期末手当） 

第６条 略 第６条 略 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、１００分の１９５            

                           を乗じて得た額に、基

準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に支給する場合においては１００分の

１８５、１２月に支給する場合においては１００分の２００を乗じて得た額に、基

準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

（１） ６箇月 １００分の１００ （１） ６箇月 １００分の１００ 

（２） ５箇月以上６箇月未満 １００分の８０ （２） ５箇月以上６箇月未満 １００分の８０ 

（３） ３箇月以上５箇月未満 １００分の６０ （３） ３箇月以上５箇月未満 １００分の６０ 

（４） ３箇月未満 １００分の３０ （４） ３箇月未満 １００分の３０ 

 

第２条関係 富士見市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正 

新 旧 

（期末手当） （期末手当） 

第６条 略 第６条 略 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、１００分の１９５            

                           を乗じて得た額に、基

準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に支給する場合においては１００分の

１８５、１２月に支給する場合においては１００分の２００を乗じて得た額に、基

準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

（１） ６箇月 １００分の１００ （１） ６箇月 １００分の１００ 

（２） ５箇月以上６箇月未満 １００分の８０ （２） ５箇月以上６箇月未満 １００分の８０ 

（３） ３箇月以上５箇月未満 １００分の６０ （３） ３箇月以上５箇月未満 １００分の６０ 

（４） ３箇月未満 １００分の３０ （４） ３箇月未満 １００分の３０ 
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